
 

 

 

 

 

 

 

 

環境にやさしい企業行動調査結果 

（平成 2７年度における取組に関する調査結果） 

【概 要 版】 
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○調査期間 

平成 28 年 10 月 28日（金）～平成 28 年 12 月 28日（水） 

 

○調査対象及び回収状況： 
 調査対象 回収数 回収率 

上場企業 1,004 539 53.7％ 

非上場企業 3,170 1,364 43.0％ 

合計 4,174 1,903 45.6％ 

 

○調査結果の概要 

設問内容は昨年度から大きな変更はなく、昨年度の結果と比較しても全体的な傾向に大きな

変化はなかったが、その中で特徴的な結果がみられたものを以下に挙げる。 

（１）環境マネジメントシステムの認証について【概要版 P.3】 

ISO14001 等の認証する環境マネジメントシステムの構築・運用状況は、全体で 50.0％。 

 

（２）取引先との関係について【概要版 P.5】 

グリーン購入の実施状況は、「実施している」が上場企業で 66.6％、非上場企業で 54.5％、

全体で 57.9％。 

 

（３）環境に関する情報開示等について【概要版 P.10】 

環境に関するデータ等の情報公表については、「環境報告書を作成・公表している」が全体で

52.4％。 

 

（４）環境ビジネスについて【概要版 P.16】 

環境ビジネスの取組状況については、環境ビジネスを「行っている」が上場企業で 50.8％。 

 

 

平成 27 年度「環境にやさしい企業行動調査」結果のまとめ 



 

 

 
 

調査の目的                                     

 

本調査は、我が国の企業において環境に配慮した行動が定着し、環境保全に向けた取組が効果

的に進められるよう、その実態を的確かつ継続的に把握し、これを評価し、その成果を普及させ

ていくことを目的として実施した。 

調査対象・調査方法                                 

 

今年度より、事業所母集団データベースを用い、業種(13 区分)、事業規模（従業員数 4 区分）

を基準に層化した上で、各層について一定の要求精度を設定し必要な標本サイズを求める方法に

変更し、従業員数 500 人以上の企業から 4,174 社を抽出して、各社の平成 27 年度における取組に

ついて平成 28年 10月～平成 28 年 12 月 にかけてアンケート調査を実施した。 

○調査期間 平成 28 年 10 月 28 日（金）～平成 28 年 12 月 28 日（水） 

○調査対象 ①従業員 500 人以上の上場企業             1,004 社 

      ②従業員 500 人以上の非上場企業及び事業所       3,170 社 

       合計                        4,174 社 

※従業員 500 人以上の非上場企業及び事業所には、上記①以外の証券取引所上場企業、生協、農

協、医療法人、公益法人等は含まれるが、学校法人、宗教法人、一部の組合（企業組合、商工組

合等）は、調査対象から除外した。以下この報告書では便宜上、上記①を「上場企業」、②を「非

上場企業」とする。 

【重要】調査方法の変更について 
平成 23 年度までは、対象企業の全数調査であったが、平成 24 年度から標本調査に変更してい

る。 

○有効回答数 上 場 企 業：  539 社{回収率：53.7％、 （26 年度 52.0％） } 

       非 上 場 企 業：1,364 社{回収率：43.0％、 （26 年度 44.7％） } 

       合     計：1,903 社{回収率：45.6％、 （26 年度 46.7％） } 

なお、平成 8年度からの有効回答数、回収率の推移は図 1のとおり。 

 

図 1：有効回答数と回収率の推移 

 

平成 27 年度「環境にやさしい企業行動調査」結果の概要 

※平成 24年度からは標本調査に変更し、平成 26 年までは調査対象企業数は 3,000 社、今回は 4,147 社である 



 

 

調査項目                                   

 

（１） 環境配慮経営の推進状況等について 1 

（２） 環境マネジメントシステムの認証について 3 

（３） 取引先との関係について 5 

（４） 環境負荷データの把握状況と目標設定について 7 

（５） 環境に関する情報開示等について 10 

（６） 環境ビジネスについて 16 

（７） 地球温暖化防止対策について 17 

（８） 環境会計について 18 

 

※集計結果の割合については、小数点第 2位で四捨五入しています。 

 また、割合の一部表記を割愛しているグラフがあります。

平成27年度環境にやさしい企業行動調査の詳細データは詳細版としてまとめています。 

タイトルの後に表記している括弧書きは詳細版の該当設問番号及びページ番号に対応しています。平成26

年度の詳細版は、http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/kigyo/index.htmlからご覧いただけます。 
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調査結果の概要                                                            
 

（１）環境配慮経営の推進状況等について                       

 
① 環境に配慮した取組と企業活動における位置付けについて【詳細版２－１<P.5>】 

 
環境に配慮した取組と企業活動に

おける位置付けについては、「社会的責

任」と回答した企業が最も多く 66.2%

を占めている（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 環境配慮経営を実践していく上で重視する事項について【詳細版２－２<P.10>】 

 
環境課題に対応する上で重視

する事項については、「ステーク

ホルダーへの対応」と回答した企

業が最も多く、53.2%となってい

る。次いで、「環境と経営の戦略

的統合」が 48.1%、「組織体制とガ

バナンスの構築」が 43.8%「経営

責任者のリーダーシップ」が

42.1%、となっている（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：環境に配慮した取組と企業活動のあり方 

図 3：環境配慮経営を実践していく上で重視する事項

（複数回答） 

N=1,903 

（N=1,903） 
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③ 事業エリア内での重要な環境課題について【詳細版２－３<P.15>】 

 
事業エリア内での重要な環

境課題については、「資源・エ

ネルギーの効率的な利用」と回

答した企業が最も多く 81.2%

となっている。次いで、「廃棄

物の適正処理・リサイクル」が

77.1%、「水使用の管理」が

36.4%、「資源・エネルギーの循

環的な利用」が 34.7%となって

いる（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 事業エリア外（川上・川下）での重要な環境課題について【詳細版２－４<P.24>】 

 
 
 

事業エリア外（川上・川下）で

の重要な環境課題については、「資

源・エネルギーの効果的な利用」と

回答した企業が最も多く 62.5%と

なっている。次いで、廃棄物の適正

処理・リサイクル」が 59.8%、「資

源・エネルギーの循環的な利用」が

42.9%「気候変動リスクへの緩和適

応」」が 27.7%、となっている（図

5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4：事業エリア内での重要な環境課題（複数回答） 

図 5：事業エリア内での重要な環境課題（複数回答） 

N=1,903 

N=1,903 



 

- 3 - 

（２）環境マネジメントシステムの認証について                    
 
① ISO14001 等の第三者が認証する環境マネジメントシステムの構築・運用について 

【詳細版３－１<P.32>】 

 
ISO（国際標準化機構）14001、

エコアクション２１等第三者が

認証する環境マネジメントシス

テムについては、「構築・運用し

ている」が 50.0%と最も多くな

っている（図 6）。 

昨年と比較すると「構築・運用

している」が減少しているが、こ

れは調査方法の見直しによって

製造業の抽出率が昨年は、765 社

（25.5%）であったが本年度は、

調査方法の変更に伴い抽出方法も変更になったため、591 社(14.2%)に減少しているためだと考え

られる。 
 
 
 
 
 
 

② 構築・運用した環境マネジメントシステムについて【詳細版３－２<P.37>】 

 
 
ISO14001、エコアクション２１

等の第三者が認証する環境マネ

ジメントシステムを構築・運用し

ている 951 社における、構築・運

用した第三者が認証する環境マ

ネジメントシステムについては、

「ISO14001」が 92.7%と全体の 9

割を占めている（図 7）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7：構築・運用した環境マネジメントシステム（複数回答） 

図 6：ISO14001 等の第三者が認証するマネジメントシステムの

構築・運用 
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③ 環境マネジメントシステムを構築・運用による効果について【詳細版３－３<P.42>】 

 
 ISO14001、エコアクション２１等

の第三者が認証する環境マネジメン

トシステムを構築・運用している 806

社における、構築・運用による効果に

ついては、「従業員等の環境への意識

の向上」が 87.7%と最も多く、次いで、

「環境負荷低減」が 78.5%、「管理能

力が向上」が 53.5%「取引先や顧客か

らの評価が向上」が 46.7%「コスト改

善」が 41.9%となっている（図 8）。 

 

 

 

 

⑤ 環境マネジメントシステムの構築・運用していない理由について【詳細版３－４<P.51>】 

 
 ISO14001、エコアクション２

１等の第三者が認証する環境マ

ネジメントシステムを構築・運用

していない 515 社における、構

築・運用していない理由につい

ては、「業務上、必要ないと思っ

ているため」が 32.5%と最も多

く、次いで、「コストに見合った

メリットが感じられないため」

が 28.8%となっている（図 9）。 

 

 
 
 
 

 

図 8：環境マネジメントシステムを構築・運用による効果 

（複数回答） 

図 9：環境マネジメントシステムの構築・運用していない 

理由（複数回答） 

N=951 

N=893 
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（３）取引先との関係について                            

 
① 取引先選定における環境マネジメントシステムの考慮について【詳細版４－１<P.56>】 

 
取引先（請負業者、納入業者

等）の選定に当たり考慮する取

引先の環境マネジメントシス

テムは、「ISO14001」が 26.6%
と最も多く、次いで「エコステ

ージ」が 21.5%となっている。

なお、「考慮していない」は

51.0%であった（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

② 取引先に対する取引先選定における環境マネジメントシステムの考慮について 

【詳細版４－２<P.61>】 

 
取引先（請負業者、納入業者等）に

対して、取引先の取引先（2次納入先

以降）の選定時に環境マネジントシ

ステムの認証取得の有無を考慮する

ことを要請しているかについては、

「要請及び依頼はしていない」が

71.4%と最も多くなっている。その一

方、「要請まではしていないが、考慮

するよう依頼している」が 12.8%、

「要請している」が 6.0%と、2割近

くの企業が取引先に対して配慮

を求めている（図 11）。 
昨年と比較すると「考慮するよう
要請」「考慮するよう依頼」の割
合が減っているが、これは調査方
法の見直しによって製造業の抽
出率が昨年は、765 社（25.5%）であったが本年度は、調査方法の変更に伴い抽出方法も変更にな
ったため、591 社(14.2%)に減少しているためだと考えられる。 
 

図10：取引先選定で考慮する環境マネジメントシステム（複数回答） 

図 11：取引先に対する取引先選定時の環境配慮 

（N=1,903） 
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③ グリーン購入の実施状況について【詳細版４－３<P.66>】 
 
グリーン購入の実施状況については、昨

年度から大きな変化はなく、上場、非上場

ともに「実施している」が最も多くなって

いる。また、上場と非上場を比較すると、

上場では「実施している」が 66.6%、非上

場では 54.5%と、上場企業では非上場に比

べて「実施している」が 12.1 ポイント多

くなっている（図 12）。 
昨年と比較すると特に上場企業では「実施

している」が減っているが、これは調査方

法の見直しによって製造業の抽出率が昨

年は、765 社（25.5%）であったが本年度

は、調査方法の変更に伴い抽出方法も変更

になったため、591 社(14.2%)に減少して

いるためだと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ グリーン購入の実施方法について【詳細版４－４<P.71>】 

 
グリーン購入のどのように実施して

いるかについては、最も多かったのは

「活用ないが環境配慮して実施」が

45.6%であった。次いで「自社で作成し

いたものを活用」が 32.8%、「自社以外

で作成したものを活用」が 17.5%となっ

ている（図 13）。 

 

 

 

 

図 12：グリーン購入の実施状況 

図 13：取引先向け環境取組の実施形態（複数回答） 

（N=425） 

（N=483） 

（N=539） 

（N=975） 

（N=1013） 

（N=1364） 

N=359 
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（４） 環境負荷データの把握状況と目標設定について                            

 

① 事業エリア内における環境負荷データ把握状況について【詳細版５－１<P.76>】 

 
事業エリア内において環境負

荷データを把握している割合

は、63.4%となっており、昨年度

同様6割を超えている。（図14）。 

 

※平成 25 年度まで「ライフサイク

ル」であった項目を、平成 26 年度か

ら「事業エリア内」に変更して質問し

ている。 

 

昨年と比較すると「把握して

いる」の割合が減っているが、

これは調査方法の見直しによっ

て製造業の抽出率が昨年は、765 社（25.5%）であったが本年度は、調査方法の変更に伴い抽出方

法も変更になったため、591 社(14.2%)に減少しているためだと考えられる。 

 

 

② 事業エリア内において把握している環境負荷データの種類について【詳細版５－２<P.81>】 

 
事業エリア内の環境負荷データを

把握している 1206 社における、企業

で把握している事業エリア内の環

境負荷データについては、「廃棄物

等総排出量」が 78.9%と最も多く、

次いで、「総エネルギー投入量又は

エネルギー効率」が 70.1%、「温室効

果ガス排出量（総量）」が 69.7%、「温

室効果ガス排出量（原単位）」が

60.6%となっている（図 15）。 

 

※平成 25 年度まで「ライフサイクル」

であった項目を、平成 26 年度から「事

業エリア内」に変更して質問している。 

 

 

 

 

 

図15：事業エリア内において把握している環境負荷データの種類 

（複数回答） 

図 14：事業エリア内における環境負荷データ把握状況 

（N=1,400） 

（N=1,496） 

（N=1,903） 

N=1206 
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③ 温室効果ガス排出量の中長期的な目標の策定状況について【詳細版５－３<P.94>】 

 
事業エリア内の温室効果ガス排

出量（総量）、（原単位）の環境負荷

データを把握している1206社にお

ける、温室効果ガス排出量の中長

期的な目標の策定状況において、

総量・原単位ともに中期（概ね 3～

5 年）の目標を設定しているが最も

多くなっている（図 16）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 事業エリア外の環境負荷データ把握状況について【詳細版５－４<P.104>】 

 
事業エリア外の環境負荷データ

を把握していない割合は、85.6%と

なっている（図 17）。 

 

 

 

 

 

 

図 16：温室効果ガス排出量の中長期的な目標の策定状況 

図 17：事業エリア外の環境負荷データ把握状況 
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⑤ 事業エリア外において把握している環境負荷データの種類について【詳細版５－５

<P.109>】 

 
事業エリア外の環境負荷

データを把握している 238社

における、企業で把握してい

る事業エリア外の環境負荷デ

ータについては、「温室効果ガ

ス排出量（総量）」が 68.1%と

最も多く、次いで、「温室効果

ガス排出量（原単位）」が

39.9%「廃棄物等総排出量」が

35.3%「総エネルギー投入量又

はエネルギー効率」が 34.9%

となっている（図 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図18：事業エリア外において把握している環境負荷データの種類 

（複数回答） 
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（５）環境に関する情報開示等について                             

 
① 環境に関するデータ、取組等の情報開示について【詳細版６－１<P.121】 

 
環境に関するデータ、取組等の情

報開示状況については、「一般に開

示」と回答した企業が 44.9%となっ

ている。一方で、「開示していない」

と回答した企業は 47.2%と高くな

っている。（図 19）。 

 

※平成 25 年度まで「公表」であった項

目を、平成 26 年度から「開示」に変更

して質問している。 

 

昨年と比較すると「一般に開示」の割合が減っているが、これは調査方法の見直しによって製

造業の抽出率が昨年は、765 社（25.5%）であったが本年度は、調査方法の変更に伴い抽出方法も

変更になったため、591 社(14.2%)に減少しているためだと考えられる。 

 

 

② 環境に関する情報を開示する理由につて【詳細版６－２<P.126>】 
 
環境に関す情報を開示する理由

については、「社会的な説明責任を

果たすため」が 86.9%と最も高くな

っている。次いで「取引先に自社の

取り組みを知ってもらうため」が

65.0%、「従業員への環境教育のた

め」58.6%と続く。（図 20）。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19：環境に関する情報の開示状況 

図 20：環境に関する情報の開示理由 

（N=1,400） 

（N=1,903） 

（N=1,496） 

（N=978） 
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③ 開示している環境負荷データの種類について【詳細版６－３<P.131>】 
 
開示している環境負荷データの種

類については、「温室効果ガス排出量

（総量）」が 74.2%と最も高くなってい

る。次いで「総物質投入量」が 64.1%、

「総エネルギー投入量又はエネルギー

効率」が 63.7%で続く。（図 21）。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 環境報告書の作成・開示について【詳細版６－４<P.137>】 
 
 
環境に関する情報を開

示している企業 978 社の

うち 69.5%が「環境報告書

を作成・開示している」。

（図 22）。 
 
昨年と比較すると「作

成・開示している」の割合

が減っているが、これは

調査方法の見直しによっ

て製造業の抽出率が昨年

は、765 社（25.5%）であ

ったが本年度は、調査方

法の変更に伴い抽出方法

も変更になったため、591

社(14.2%)に減少してい

るためだと考えられる。 

 

 

図 21：開示している環境負荷データの種類 

（N=978） 

図 22：環境報告書の作成・開示 
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⑤ 環境報告書の作成・開示について【詳細版６－４<P.137>】 
 
 
環境報告書を作成・公表状況につい

ては、有効回答数 1,903 社のうち「環

境報告書を作成・公表している」と回

答した企業が35.7%で昨年より3.7ポ

イント低くなった。（図 23）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

表 1：環境報告書を作成・公表している企業数及びその割合 

 

※ %は各年度の有効回答数に対する割合 
※環境報告書には、CSR 報告書、持続性報告書等の一部として作成したものも含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（N=978） 

図 23：環境報告書の作成・開示 

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

件数 510 570 590 562 633 624 579 565 266 335 278 323
％ 45.3 47.0 51.8 48.9 51.6 54.6 56.0 59.5 71.1 69.4 65.4 59.9

件数 291 363 459 449 527 467 489 451 248 258 273 357
％ 20.8 24.6 28.0 26.9 29.3 24.7 25.9 24.4 31.5 25.5 28.0 26.2

件数 801 933 1049 1011 1160 1091 1068 1016 514 593 551 680
％ 31.7 34.7 37.8 35.9 38.3 35.9 36.5 36.4 44.3 39.6 39.4 35.7

上場

非上場

合計
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⑥ 環境報告書の作成に参考としたガイドライン等について【詳細版６－５<P.142>】 

 
環境報告書を作成していると回

答した 732 社における、環境報告

書の作成に参考としたガイドライ

ン等については、「環境報告ガイド

ライン」と回答した企業が 65.0%

と最も多く、全体の 6 割となって

いる。次いで、「GRI サステナビリ

ティ・レポーティング・ガイドラ

イン」が 42.9%「他社環境報告書」

が 32.9%、となっている（図 24）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 環境報告書の信頼性向上手法について【詳細版６－６<P.147>】 

  

 環境報告書の信頼性の向上の手

法としてどんな手法を用いている

かについては「内部監査を実施し

ているが」39.3%で最も多く、次い

で「第三者機関による審査を受け

ている」が 34.2%、「審査ではない

が有識者等のコメントを受けてい

る」が 26.1%となっている（図 25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24：環境報告書の作成に参考としたガイドライン等

（複数回答） 

N=574 

図 25：環境報告書の信頼性向上手法（複数回答） 



 

- 14 - 

⑧ 環境報告書以外のデータ取組の開示方法【詳細版６－７<P.152>】 

  

 環境報告書以外にどのような形

で環境に関するデータ、取組等の

情報を開示していますかについて

は、「自社ウエブサイト」が 81.2%

で最も多く、次いで「組織案内パン

フレット」34.6%、「その他 IR 資料」

が 27.4%となっている（図 26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 環境報告書、ウエブサイト等以外に環境配慮の表示方法【詳細版６－８<P.157>】 

  

 環境報告書、ウエブサイト等によ

る総合的な情報提供以外に、製品自

体やパンフレット等において、個々

の製品やサービスが環境に配慮し

ている旨をどのように表示してい

るかについては、「第三者機関の認

定を受けたマークの表示」が 40.7%

で最も多く、次いで「表示していな

い」が 33.1%、「自ら評価を行った数

値を表示」が 17.8%であった（図

27）。 

 

 

 

 

 

図 26：環境報告以外のデータ取組開示方法（複数回答） 

図 27：環境報告書、ウエブサイト以外の環境配慮表示方

法（複数回答） 
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⑩ 環境に関するデータ取組の情報非開示の理由【詳細版６－９<P.162>】 

  

 環境に関するデータ取組等の情

報開示していないのはどのような

理由からですかについては、「特に

要求されていないから」が 56.4%

で最も多く、次いで「開示するだ

けの情報が収集できないため」が

32.3%、「開示すべき情報がわから

ない」が 16.9%であった（図 28）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 環境情報の適切な利用促進について【詳細版６－１０<P.167>】 
 
継続可能な社会と事業の発展のため

には、事業者の環境・社会・ガバナン

スといった非財務情報を活用した投

資が国内外で重視されつつありま

す。そこで、どのような環境情報の利

用促進策が適切と考えますか。につ

いては、「投資家に対して企業の環境

情報提供を可能とした」が 31.5%で最

も多く、次いで「優れた環境報告書等

に関する情報提供」が 30.3%、「企業

の需要な環境情報を年次報告書等へ

の記載することの制度化」が 29.6%で

あった（図 29）。 

 

図29：環境情報の適切な利用促進（複数回答） 

N=425 

図 28：環境に関するデータ取組の非開示理由 

（複数回答） 
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（６）環境ビジネスについて                             
 
① 環境ビジネスの取組状況について【詳細版７－１<P.172>】 

 
環境ビジネスの取組状況について

は、上場では環境ビジネスを「行って

いる」が 51.9%であったが、非上場では

「行っていない」が69.2%と多くなって

いる。また、昨年度からは、上場、非上

場ともに、ほぼ同じ割合になっている

（図 30）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 環境ビジネスで行政機関に望むこと【詳細版７－２<P.177>】 

 
環境ビジネスを促進するために行政

機関等にそのよう支援制度を望みます
かについては、「情報の提供」が 55.3%
で最も多く、次いで「税制面での優遇措
置」が 49.0%であった（図 31）。 

 

図 30：環境ビジネスの取組状況 

図 31：環境ビジネスで行政機関に望むこと 
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（７）地球温暖化防止対策について                             
 
① 「地球温暖化対策の推進に関する法律」への対応について【詳細版８－１<P.184>】 

 
「地球温暖化対策の推進に関する

法律」への対応については、「計画を

作成し、公表している（数値目標を

掲げている）」が 27.4%で「計画を作

成する予定はない」が 32.4%で最も

多くなっている。「計画を作成してい

るが、公表はしていない」が 18.5%

となっている。（図 32）。 

 

※「法律があることを知らなかった」は昨

年度から質問項目に入っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図32：「地球温暖化対策の推進に関する法律」への対応 
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（８）環境会計について                               
 
① 環境会計の導入状況の推移【詳細版９－１<P.189>】 

 
環境会計の導入状況については、

「導入している」と回答した企業が

26.5%となっており、その一方、「導入

していない」と回答した企業は 57.7%

と半数を超えている。また、「環境会計

自体を知らない」と回答した企業は

14.9%となっている（図 33）。 

 

 

 

 

 

 

② 環境会計の集計項目【詳細版９－２<P.194>】 

 
環境会計の集計項目については、「環境

保全コスト」が 92.7%最も高く、次いで「環

境保全対策に係る経済効果」で 56.3%、「環

境保全効果」が 53.0%であった（図 34）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 環境会計情報の利用法【詳細版９－３<P.200>】 

図 33：環境会計の導入状況 

（N=1,400） 

図 34：環境会計の集計項目 



 

- 19 - 

 
環境会計情報をどのように利用してい

るかについては、「一般に対する環境情報

の開示」が 65.5%で最も高く、次いで「環

境保全対策の支出額の管理」が 47.0%、

「担当役員等への報告」が 35.3%であっ

た（図 35）。 

 

 

 

図 35：環境会計情報の利用法 
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